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高齢運転者の交通事故防止のため、ペダル踏み間違い時の
事故を抑止する後付け安全装置の普及を図ります。

対象となる方

① 県内にお住まいの満６５歳以上の方（今年度内に６５歳に達する方を含む。）

② 自動車検査証に記載された所有者または使用者である方

③ 限定運転宣言書を保有している方（限定運転宣言書については裏面を参照）

補助対象となる後付け安全装置

次の全てを満たす方

取扱い事業者 装置名

福井トヨタ自動車（株）
（県内８店舗）

踏み間違い加速抑制
システム

福井トヨペット（株）
（県内９店舗）

〃

トヨタカローラ福井（株）
（県内８店舗）

〃

ネッツトヨタ福井（株）
（県内１１店舗）

〃 ※ 最新の補助対象装置は県ＨＰを確認してください。

① 車両側の車速信号を監視し、自動車の停車時・徐行時において、アクセルペダルが強く踏

み込まれた際にアクセル開度を電気的に制御する装置

② 自動車の停車時・徐行時において、前方または後方の障害物を車体に装備されたセンサー

が検知し、アクセルペダルが強く踏み込まれた際に加速を抑制する装置

取扱い事業者 装置名

福井ダイハツ販売（株）
（県内８店舗）

ペダル踏み間違い時
加速抑制装置
「つくつく防止」

オートバックス
（県内７店舗）

ペダルの見張り番Ⅱ

イエローハット
（県内８店舗）

Ｓ－ｄｒｉｖｅ
誤発信防止システム２

安全装置の購入および設置費の

２分の１（限度額３万円）を補助します。

対象となる後付け安全装置につきましては、次の取扱い事業者にお問合せください。
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申請書等の郵送（提出）先・お問合せ先

福井県安全環境部県民安全課
〒 910-8580 福井市大手３丁目17-1 （電話0776-20-0745）

・ 福井県嶺南振興局（若狭企画振興室または二州企画振興室）を通して申請することも可能です。

なお、申請内容等に関するお問い合わせは、直接、県民安全課まで連絡いただくようお願いします。

・ 福井県の窓口対応時間は、月曜日～金曜日の8：30～17：15です。（年末年始、祝日を除く）



補助金の申請から交付までの流れ

（２）後付け安全装置を設置してください。

（１）「限定運転宣言書」を作成してください。

（３）申請書（補助金交付申請書兼実績報告書）を福井県に郵送（提出）してください。

※申請書の受付期間は令和元年８月１９日～令和２年３月３１日です。

【添付書類】
①後付け安全装置購入・設置証明書（取扱い事業者に記載を依頼してください。）

②誓約書（暴力団でないこと等の誓約です。）

③県税の納税状況の確認について（納税状況の確認に同意をいただきます。）
④自動車検査証の写し
⑤運転免許証の写し（住所変更がある場合は裏面の写しも必要です。）
⑥限定運転宣言書の写し（両面）

（４）「補助金交付決定兼額の確定通知書」が郵送されます。

（６）補助金が指定口座に振り込まれます。

取扱い事業者（表面を参照）において、後付け安全装置を設置します。

併せて、取扱い事業者に、「後付け安全装置購入・設置証明書」への記載を

依頼してください。
※補助金交付申請書類一式は、装置を設置した取扱い事業者に配置してあるほか、

県ＨＰにおいても入手できます。

限定運転宣言書を保有していない方は次により作成してください。

（５）請求書（補助金交付請求書）を福井県に郵送（提出）してください。

※上記のほか、交通安全母の会が各地で開催する交通安全教室でも作成できます。

併せて、請求書の様式も郵送されます。

＜宣言書を作成していただく場所＞
・県内すべてのオートバックス、イエローハット、福井県自動車販売店協会
会員店の店頭（本チラシの表面に記載した取扱い事業者で作成できます。）
・市町の交通安全担当課の窓口
・福井県県民安全課内

限定運転宣言書とは
加齢による身体機能や運転技能の低下から発生する交通事故の危険を避け

るため、運転する「時間帯」や「場所」などを限定して、安全運転を続けて
いただく取組みとして、自らの限定運転の宣言項目を所定の様式に記載した
ものが限定運転宣言書です。

＜参考＞

（１～２か月）

（注）補助金の申請に当たり提出いただいた個人情報は、この事業以外の目的で使用しません。


